
 前橋市教育情報利活用推進委員会設置要綱の改正について 

  総務課  

１ 改正の理由 

「前橋市教育情報利活用推進委員会」を教育委員会における教育の情報化を総

合的かつ体系的に運営管理する重要な委員会と位置付けるため、委員に教育委

員会事務局の全所属長を追加。これにより、学校だけではなく、社会教育・青

少年教育・文化財・図書館・高校などの各分野において深い協議が可能にな

り、効果的に教育の情報化を推進できる。 

２ 主な内容 

(1) 前橋市教育情報利活用推進委員会の委員に教育委員会事務局の全所属長を追

加する。 

(2) 前橋市教育情報利活用推進委員会の下部組織としての「教育情報連絡調整会

議」の委員について教育委員会事務局全所属長から、協議する事案に関係する

所属長に改める。 

(3) 専門部会のICT基盤整備部会員に教育情報に関係する所属長が参加できるよ

うに改める。 

３ 施行期日等 

  令和６年４月１日 

資料2
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前橋市教育情報利活用推進委員会設置要綱新旧対照表 

改 正 案 現 行 

(設置) 

第1条 前橋市教育委員会における教育の情報化

（以下「教育情報」という。）を総合的かつ体

系的に運営管理するとともに、教育情報の利活

用を効果的に推進するため、前橋市教育情報利

活用推進委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

(所掌事務) 

(設置) 

第1条 前橋市教育委員会における教育情報を総

合的かつ体系的に運営管理するとともに、教育

情報の利活用を効果的に推進するため、前橋市

教育情報利活用推進委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

(所掌事務) 

第2条 省略 

(1)～(2) 省略 

(3) その他教育情報の利活用の推進について

必要な事項を決定すること。

(組織) 

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で

組織する。 

2 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲

げる者をもって充てる。 

3～4 省略 

(会議) 

第5条 省略 

2 省略 

3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を委

員会に参加させ、意見を述べさせることができ

る。 

4 省略 

(連絡調整会議) 

第6条 委員会の下部組織として教育情報連絡調

整会議（以下「連絡調整会議」という。）を置

く。 

2 連絡調整会議は、必要に応じて、委員会に提 

案すべき原案の協議、次条に定める専門部会の 

課題や解決策の協議及び教育情報の利活用の

推進等に関することを協議するほか、委員会及

び専門部会との連絡調整を図る。 

3 議長は教育長次長を、副議長は指導担当次長

をもって充てる。 

4 委員は、別表第1に掲げる委員から事案に関係

する者をもって充てる。 

5 省略 

(専門部会) 

第7条 第2条各号に規定する委員会の所掌事務

を分担し、教育情報の管理及び基盤整備並びに

利活用に関する具体的事項を調査、検討するた

め、専門部会を設置する。 

2 専門部会は、ICT基盤整備部会、校務支援部会

及び授業支援部会とする。 

3 専門部会は、別表第2に掲げる者をもって充て

る。ただし、ICT基盤整備部会は、必要に応じ

第2条 省略 

(1)～(2) 省略 

(3) その他教育情報の利活用の推進について

必要な事項。

(組織) 

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員を

もって組織し、別表第1に掲げる者をもって充

てる。 

2～3 省略 

(会議) 

第5条 省略 

2 省略 

3 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を委

員会に参加させ、意見を述べさせることができ

るものとする。 

4 省略 

(連絡調整会議) 

第6条 委員会の下部組織として教育情報連絡調

整会議（以下「連絡調整会議」という。）を置

き、別表第2に掲げる者をもって充てる。 

2 連絡調整会議は、必要に応じて、委員会に提 

案すべき原案の協議、専門部会の課題や解決策

の協議及び教育情報の利活用の推進等に関す

ることを協議するほか、委員会及び専門部会と

の連絡調整を図る。 

3 議長は教育長次長をもって充てる。 

4 省略 

(専門部会) 

第7条 第2条に規定する委員会の所掌事務を分

担し、教育情報の管理及び基盤整備並びに利活

用に関する具体的事項を調査、検討するため、

専門部会を設置する。 

2 専門部会は、ICT基盤整備部会、授業支援部会

及び校務支援部会とする。 

3 専門部会は、別表第3に掲げる者をもって充て

る。ただし、ICT基盤整備部会は、必要に応じ
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外部専門家を置くことができる。また、必要に

応じ教育情報に関係する所属長を参加させる

ことができる。 

4 専門部会は、各部会員の中から代表者を選出

し、代表者が会議を総理する。 

5 専門部会は、各部会が所掌する事項について

調査、研究を行うものとし、重要な事項及び複

数の専門部会にわたる検討事項は連絡調整会

議に報告する。 

(専門部会に設置する会議) 

第8条 省略 

2 省略 

3 校務支援部会は、情報教育主任会及び養護教

諭会並びに事務職員会を、授業支援部会は、情

報教育主任会及び教科等主任会をそれぞれの

部会の会議とする。 

4 会議において調査及び検討した事項は、専門

部会に報告する。 

5 第2項の規定による会議の庶務は未来創造部

情報政策課において処理し、第3項の規定によ

る会議の庶務は学校教育課において処理する。 

外部専門家を置くことができる。 

4 各部会は、それぞれの部会員の中から代表者

を選出し、代表者が会議を総理する。 

5 専門部会は、部会が所掌する事項について調

査、研究を行うものとし、重要な事項及び複数

の専門部会にわたる検討事項は連絡調整会議

に報告する。 

(専門部会に設置する会議) 

第8条 省略 

2 省略 

3 授業支援部会は、学校教育課で設置する情報

教育主任会及び教科等主任会を、校務支援部会

は同課で設置する情報教育主任会及び養護教

諭会並びに事務職員会をそれぞれの部会の会

議として位置付ける。 

4 会議において調査し、及び検討した事項は、

専門部会に報告する。 

5 第2項の規定による会議の庶務は未来創造部

情報政策課において処理し、第3項の規定によ

る会議の庶務は学校教育課で処理する。 

別表第1(第3条関係) 

委員会の職 職名 

省略 

省略 

委員 総務課長 教育施設課長 文化財保護課長  

学務管理課長 学校教育課長 前橋高等学校 

事務長 生涯学習課長 教育支援課長 図書 

館長 未来創造部情報政策課長 校長会代表 

教頭会代表 外部専門家 

別表第1(第3条関係) 

委員会の職 職名 

省略 

省略 

委員 総務課長 未来創造部情報政策課長 学務管 

理課長 学校教育課長 教育支援課長 校長 

会代表 教頭会代表 外部専門家 

別表第2（第7条関係） 

専門部会 職名 

I C T基盤整備

部会 

総務課長 学務管理課長 学校教育課長 教 

育支援課長 未来創造部情報政策課長 

校務支援部会 総務課長 学務管理課長 学校教育課長 教 

育支援課長 情報主任会代表者 養護教諭会 

代表者 事務職員会代表者 

授業支援部会 学校教育課長 教育支援課長 情報主任会代

表者 教科等主任会代表者 

別表第2(第6条関係) 

教育次長 指導担当次長 未来創造部情報政策課長 総務課

長 教育施設課長 文化財保護課長 学務管理課長 学校教

育課長 前橋高等学校事務長 生涯学習課長 教育支援課長 

図書館長 

別表第3（第7条関係） 

専門部会 職名 

I C T基盤整備

部会 

未来創造部情報政策課長 総務課長 学務管 

理課長 学校教育課長 教育支援課長 

授業支援部会 学校教育課長 教育支援課長 情報主任会代 

表者 教科等主任会代表者 

校務支援部会 学校教育課長 総務課長 学務管理課長 情

報主任会代表者 養護教諭会代表者 事務職

員会代表者 
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前橋市教育情報利活用推進委員会設置要綱（案） 

（設置）  

第１条 前橋市教育委員会における教育の情報化（以下「教育情報」という。）を総

合的かつ体系的に運営管理するとともに、教育情報の利活用を効果的に推進するた

め、前橋市教育情報利活用推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。 

(1) 教育情報の利活用の推進に関わる総合調整に関すること。

(2) 教育情報の運用管理及び設計・構築並びに授業及び校務事務への利活用に係る

重要事項を決定すると。 

(3) その他教育情報の利活用の推進について必要な事項を決定すること。

（組織）  

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長、副委員長及び委員は、別表第１に掲げる者をもって充てる。 

３ 前項に規定する委員のうち、外部専門家は、ＩＣＴを活用した教育環境に精通し

幅広い知識と経験を有する者の中から、必要に応じて委員長が選任する。 

４ 外部専門家の選任数は若干名とし、その選任期間は原則１年とする。ただし、再

任を妨げない。 

 （委員長の職務） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議）  

第５条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。  

２ 会議の議長は、委員長がこれに当たる。  

３ 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を委員会に参加させ、意見を述べさせる

ことができる。  

４ 委員会の庶務は、総務課において処理する。 

（連絡調整会議） 

第６条 委員会の下部組織として教育情報連絡調整会議（以下「連絡調整会議」とい

う。）を置く。 

２ 連絡調整会議は、必要に応じて、委員会に提案すべき原案の協議、次条に定める

専門部会の課題や解決策の協議及び教育情報の利活用の推進等に関することを協

議するほか、委員会及び専門部会との連絡調整を図る。 
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３ 議長は教育次長を、副議長は指導担当次長をもって充てる。  

４ 委員は、別表第１に掲げる委員から事案に関係する者をもって充てる。 

５ 連絡調整会議の庶務は、協議案件に係る担当課において処理する。  

（専門部会）  

第７条 第２条各号に規定する委員会の所掌事務を分担し、教育情報の管理及び基盤

整備並びに利活用に関する具体的事項を調査、検討するため、専門部会を設置する。  

２ 専門部会は、ＩＣＴ基盤整備部会、校務支援部会及び授業支援部会とする。 

３ 専門部会は、別表第２に掲げる者をもって充てる。ただし、ＩＣＴ基盤整備部会

は、必要に応じ外部専門家を置くことができる。また、必要に応じ教育情報に関係

する所属長を参加させることができる。

４ 専門部会は、各部会員の中から代表者を選出し、代表者が会議を総理する。 

５ 専門部会は、各部会が所掌する事項について調査、研究を行うものとし、重要な

事項及び複数の専門部会にわたる検討事項は連絡調整会議に報告する。 

（専門部会に設置する会議） 

第８条 専門部会は、前条に規定する専門部会の事務に関し、調査及び検討をするた

めの会議を設置する。 

２ ＩＣＴ基盤整備部会は、運用管理会議及び企画設計・構築会議並びに学校代表者

会議を設置することができ、これらの会議の構成員はＩＣＴ基盤整備部会が指名す

る者をもって充てる。 

３ 校務支援部会は、情報教育主任会及び養護教諭会並びに事務職員会を、授業支援

部会は、情報教育主任会及び教科等主任会をそれぞれの部会の会議とする。 

４ 会議において調査及び検討した事項は、専門部会に報告する。 

５ 第２項の規定による会議の庶務は未来創造部情報政策課において処理し、第３項

の規定による会議の庶務は学校教育課において処理する。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３１年２月６日から施行する。

この要綱は、令和３年７月１日から施行する。

この要綱は、令和４年３月４日から施行する。

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
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別表第１（第３条関係）

委員会の職 職名

委員長 教育長

副委員長 教育次長 指導担当次長

委員 総務課長 教育施設課長 文化財保護課長 学務管理課長 学

校教育課長 前橋高等学校事務長 生涯学習課長 教育支援課

長 図書館長 未来創造部情報政策課長 校長会代表 教頭会

代表 外部専門家

別表第２（第７条関係）

専門部会 職名

ＩＣＴ基盤整備部

会

総務課長 学務管理課長 学校教育課長 教育支援課長

未来創造部情報政策課長

校務支援部会 総務課長 学務管理課長 学校教育課長 教育支援課長

情報主任会代表者 養護教諭会代表者 事務職員会代表者

授業支援部会 学校教育課長 教育支援課長 情報主任会代表者 教科等主任

会代表者
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令和 6 年度前橋市教育情報利活用推進委員会体制 令和 6 年 4 月 1 日（案） 

前 橋 市 教 育 情 報 

利 活 用 推 進 委 員 会 

【主管】総務課 

【構成】教育長、両次長、教委の各所

属長、情報政策課長、校長会代表、

教頭会代表、外部専門家 

【分掌】①教育情報の利活用の推進に 

関わる総合調整 

②部会のとりまとめ

【部会】・ＩＣＴ基盤整備部会 

・授業支援部会

・校務支援部会

行 政 側 

学 校(園)側 

【構成】総務課長、学務管理課長、学校教育課長、

教育支援課長、情報主任会代表者、 

  養護教諭会代表者、事務職員会代表者 

【分掌】①学校（園）現場の課題把握と解決 

②校務の DX

情報教育主任会（情報教育推進係、指導係、教育研修係） 

【関係システム】 

 Google Workspace for
Education

 財務会計システム

 給与・旅費システム

 校務支援システム

 スポ振システム

 緊急メールシステム

校 務 支 援 部 会 

【構成】学校教育課長、教育支援課長、 

情報主任会代表者、教科等主任会代表者 

【分掌】①ICT 活用による授業改善・支援 

②情報教育及び研修

【関係事務】 

 機器選定

 セキュリティ研修

 タブレット活用

 デジタル教科書

 Web ページ更新

授 業 支 援 部 会 

教育情報連絡調整会議【必要に応じて開催】 構成：教育次長（議長）、指導担当次長（副議長）、 

  前橋市教育情報利活用推進委員で事案に関係する委員 

分掌：各部会の課題や解決策の協議及び連絡調整 

【構成】教育委員会事務局関係課・情報政策課の担当係長及び係員、委託事業者 

【構成】教育委員会事務局関係課・情報政策課の担当係長及び係員、委託事業者 

【構成】校長会代表者、教頭会代表、情報教育主任会代表 他 

【構成】総務課長、学務管理課長、学校教育課長、教育

支援課長、情報政策課長 

※部会代表者が必要と認める場合には関係所

属長の参加も可。

【分掌】  ①システム全体の統括 

②委託事業者の管理・監督

③市情報セキュリティと連

④教育委員会事務局及び学校（園）の現場

ニーズ及び状況の把握

企 画 設 計 ・ 構 築 会 議 

運 用 管 理 会 議 Ｉ Ｃ Ｔ 基 盤 整 備 部 会 

養護教諭会（学校保健係） 

事務職員会（教職員係・学校財務係）

情報教育主任会（指導係、教育研修係、情報教育推進係） 

教科等主任会（指導係、教育研修係）

学 校 代 表 者 会 議 
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